
 
 

お家に眠る 
「切手」・「ハガキ」で社会貢献！ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度より、組合員さんがご家庭でできる社会貢献として、稲沢市社会福祉協議会と
連携し、「使用済み切手」・「未使用切手」・「書き損じハガキ」・「未使用ハガキ」の回収を
スタートします！ 
お寄せいただいたものは、稲沢市社会福祉協議会を通じて以下のとおり福祉活動に役立
てられます。皆さんの温かいご協力をお願いいたします。 

 

【回収方法】 
ご協力いただけるものを、ご家庭の不要な袋に入れて、テープ等で封をして、配送時 

に注文書と一緒にかよい袋に入れてください。また、袋には必ず「使用済み切手等在中」 

「組合員氏名」・「組合員活動推進室行き」の 3点を大きく明記してください。 

 
【注意事項】 
 切手やハガキは、1枚からでも大歓迎です！ 

 「書き損じハガキ」とは、宛名の書き間違いや印刷ミスで、投函されていないはがきのことです。 

 宛先不明で戻ってきたハガキは、一度投函されているため回収できません。 

 「使用済み切手」は、切手の周りをざっくり切っていただけると助かります。 

 「使用済み切手」と「未使用切手」を同時に出す場合は、それぞれを小袋に入れてください。 

 書き損じハガキや回収用袋等の個人情報は、一宮生協個人情報保護方針に沿って取り扱います。 

 


